
平成 22 年３月 26 日 

消 費 者 庁 

 

特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令について 

 

 

昨年１２月１日より施行された特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以

下「特商法」という。）の改正においては、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売における

規制対象を政令で規定する従来の限定列挙方式から、原則すべての商品の販売又は役務の

提供につき規制対象とする原則適用方式への改正が行われました。 

他方、同改正においては、他の法律により購入者等の利益を保護することができると認

められる商品の販売又は役務の提供につき、特商法第２章第２節から第４節までの規定の

全面的適用除外が措置されており（法第26条第１項第８号）、同号ニにおいて、適用除外

される他法の対象商品や役務が、特定商取引に関する法律施行令（昭和５１年政令第２９

５号。以下「施行令」という。）により具体的に定められることとなっています。これに

より、既に一定の法律の対象商品や役務につき適用除外とすることが定められているとこ

ろです。 

今般、昨年の第１７１回通常国会において成立した改正法等につき、同様の適用除外措

置を講じるべく所要の改正を行いました。 

 

改正の概要 

 

上記の適用除外を定めている施行令第５条別表第２等において、以下の法律によって規

律される商品の販売又は役務の提供を定めることとしました。 

 

１． 金融商品取引法等 

金融商品取引法に定められる信用格付業者及び金融商品取引法等（別添）にそれぞれ

定められる指定紛争解決機関が行う取引について規定しました。 

２． 資金決済に関する法律 

資金決済法に定められる前払式支払手段発行者（自家型発行者及び第三者型発行者）

及び資金移動業者が行う取引について規定しました。 

３． 商品先物取引法 

商品先物取引法に定められる商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者が行う取

引について規定しました。 



 

 なお、上記に係る経過措置その他所要の規定を整備するとともに、施行期日及び経過措

置を附則として定めることとしました。 

 

今後の施行のスケジュール 

 

公 布：平成２２年３月３１日（水） 

施 行：本施行令改正案は、上記１．から３．の各改正法等の施行に伴い段階的に施行さ

れる予定。金融商品取引法等の一部を改正する法律及び資金決済に関する法律関

連部分については、平成２２年４月１日から施行。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

消費者庁取引・物価対策課 

立石、福島 

電話（代表）：03-3507-8800 

内線（2290、2273） 

課直通電話：03-3507-9213 



裁判外紛争解決制度が創設された法律一覧

（別添）

裁判外紛争解決制度が創設された法律 覧

○金融商品取引法 ○労働金庫法

○無尽業法

○金融機関の信託業務の兼営等に
する法律

○銀行法

○貸金業法
関する法律

○農業協同組合法

○水産業協 組合法

○保険業法

○農林中央金庫法
○水産業協同組合法

○中小企業等協同組合法

○信用金庫法

○信託業法

○資金決済に関する法律
○信用金庫法

○長期信用銀行法
○証券取引法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条
第二項の規定によりなお効力を有するものとされる
同法第 条 規定による廃止前 抵当証券業等同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業等
の規制に関する法律
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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

改

正

案

現

行

第
五
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役

第
五
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役

務
の
提
供
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
販
売
又
は
役
務
の
提
供
と
す
る
。

務
の
提
供
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
販
売
又
は
役
務
の
提
供
と
す
る
。

（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
法
の
規
定
の
適
用
除
外

に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条
の
二

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項

（
新
設
）

第
八
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
こ
の
政
令
別
表
第
二
各
号
に
規
定
す
る

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
前

に
締
結
し
た
契
約
、
許
可
事
業
者
等
と
な
る
前
に
受
け
た
申
込
み
又
は
許

可
事
業
者
等
と
な
つ
た
後
に
そ
の
申
込
み
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
に
係
る

販
売
又
は
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
法
第
二
章
第
二
節
か
ら
第
四
節
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係

る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役
務
の

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役
務
の

提
供
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十

提
供
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十

九
日
ま
で
の
間
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

日
ま
で
の
間
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
）

）
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

さ
れ
た
同
法
第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規

れ
た
同
法
第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証
券
業
の
規
制

制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
二

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項

項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の

に
規
定
す
る
抵
当
証
券
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
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提
供
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第

供
と
す
る
。

七
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五

条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
の
免
許
を
受
け

二

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
の
免
許
を
受
け

た
無
尽
会
社
が
行
う
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法

た
無
尽
会
社
が
行
う
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が

行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法

三

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法

律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

金
融
機
関
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
項
に
規
定
す

金
融
機
関
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
項
に
規
定
す

る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
十
二
条

る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十

二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条

二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀

行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第

行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提

一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提

供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う

供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う

も
の
を
除
く
。
）
及
び
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
六
第
一
項
第

も
の
を
除
く
。
）

八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に

規
定
す
る
役
務
の
提
供

五

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第

五

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
五

三
十
六
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
が
行
う
同
条
第
三
十
五
項
に
規

条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
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定
す
る
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に

役
務
の
提
供
（
同
項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

（
同
項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
五

る
金
融
商
品
取
引
業
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
三
十

号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役

取
引
業
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項

務
の
提
供

に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
百
五
十
六
条
の
三
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
行
う
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

六

（
略
）

六

（
略
）

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第

百
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行

百
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行

う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
二
十
一
条
の

う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
二
十
一
条
の

四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し

ら
れ
た
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し

て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務

て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
水
産

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

業
協
同
組
合
法
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛

争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

七
の
二

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一

（
新
設
）

号
）
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機

関
が
行
う
同
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

八
～
十
二

（
略
）

八
～
十
二

（
略
）

十
三

商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第

十
三

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二

二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
業
者
が
行
う
同
条
第
二

条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員
が
行
う
同
条
第
十
七
項
に
規
定

十
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
及
び
同
条
第
二
十

す
る
役
務
の
提
供

九
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
が
行
う
同
条
第
二
十
八
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

十
四
～
十
七

（
略
）

十
四
～
十
七

（
略
）
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十
八

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十

十
八

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と

準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と

し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内

し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内

閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及

閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

び
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛

争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の

提
供

十
九

（
略
）

十
九

（
略
）

二
十

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二

二
十

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
が
行
う
同
法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
が
行
う
同
法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
若
し
く
は
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役

項
ま
で
若
し
く
は
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役

務
の
提
供
又
は
同
法
第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
同
法

務
の
提
供
又
は
同
法
第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
同
法

第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役

第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役

務
の
提
供
、
同
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行

務
の
提
供
及
び
同
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀

代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第

行
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項

規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同

に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（

項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も

同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う

の
を
除
く
。
）
及
び
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号

も
の
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
一

（
略
）

二
十
一

（
略
）

二
十
二

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八

二
十
二

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八

十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第

十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い

二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
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五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販

五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

び
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛

争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の

提
供

二
十
三
～
二
十
八

（
略
）

二
十
三
～
二
十
八

（
略
）

二
十
九

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
同
法
第
十
条

二
十
九

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
同
法
第
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の

提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業

提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業

務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第

務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第

十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す

十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す

る
役
務
の
提
供
若
し
く
は
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定

る
役
務
の
提
供
若
し
く
は
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に

す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に

規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を

規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を

除
く
。
）
、
同
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関

除
く
。
）
及
び
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店

が
行
う
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
四
十

が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販

七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
が
行
う
同
法
第
十
条
第
一
項

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十

若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又

二
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提

は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し

供

て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

三
十

削
除

三
十

海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
外

商
品
取
引
業
者
が
行
う
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
一

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二

三
十
一

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提

項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提

供
及
び
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条

供

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
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三
十
二
～
三
十
五

（
略
）

三
十
二
～
三
十
五

（
略
）

三
十
六

削
除

三
十
六

前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
発
行
者
が
行
う
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
（
当
該
第
三
者
型
発
行
者
が
発
行
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供

三
十
七
・
三
十
八

（
略
）

三
十
七
・
三
十
八

（
略
）

三
十
九

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

三
十
九

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
保
険
会
社
が
行
う
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第

定
す
る
保
険
会
社
が
行
う
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第

一
項
、
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

一
項
、
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
生
命
保
険
会
社
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九

す
る
生
命
保
険
会
社
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九

十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定

十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定

す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
八
条
第
一

す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
八
条
第
一

項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
条
に
規
定

項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
条
に
規
定

す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第

す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

単
に
「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
百
九
十
九
条

単
に
「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
百
九
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
外

若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
外

国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準

国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十

用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十

九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は

九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は

役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九

役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九

十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第

十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第

百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提

百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提

供
、
同
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
が
同
法

供
、
同
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
が
同
法

第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業

第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業

若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同

若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同

法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
が
行
う
同
項
に
規
定

法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
が
行
う
同
項
に
規
定
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す
る
役
務
の
提
供
、
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機

す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国

関
が
行
う
同
条
第
四
十
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
百
四

保
険
会
社
等
と
み
な
さ
れ
る
同
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
保
険
会
社
等
と
み
な
さ
れ
る
同
法
第

引
受
社
員
（
同
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
特
定
法

二
百
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
受
社
員
（
同
法
第
二
百
二
十
三
条

人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
免
許
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
の

第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
特
定
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「

社
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
同

免
許
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
の
社
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

九
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
九

る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
生
命
保
険
業
免
許
を
受
け
た
免
許
特
定
法

九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
生
命
保

人
の
引
受
社
員
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

険
業
免
許
を
受
け
た
免
許
特
定
法
人
の
引
受
社
員
に
あ
つ
て
は
、
同
法

る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条

第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務

十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定

の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
八

す
る
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に

条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
条

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若

に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
及

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品

び
同
法
第
二
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
特
定
保
険
募
集
人
（
同
法
第
二

の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
二
百
七
十
六
条
に
規
定
す

条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
若

る
特
定
保
険
募
集
人
（
同
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険

し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
人
、
同
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
の

会
社
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
人
、
同

委
託
を
受
け
た
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規

項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
の
委
託
を
受
け
た
者
の
役
員
若
し
く
は

定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
及
び
同
項
に
規

使
用
人
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
役
員

定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
委
託
を
受
け
た
者
の
役
員
若
し
く
は
使

若
し
く
は
使
用
人
及
び
同
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
委
託

用
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定

を
受
け
た
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
行
う

す
る
役
務
の
提
供

同
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
～
四
十
三

（
略
）

四
十
～
四
十
三

（
略
）

四
十
四

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十

四
十
四

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
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行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商

行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商

品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承

品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
農
林
中
央
金
庫

認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関

が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
五

（
略
）

四
十
五

（
略
）

四
十
六

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二

四
十
六

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
が
行
う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規

項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
が
行
う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は

に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は

役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
が
行

役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
が
行

う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法

う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法

第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若

第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の

し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の

販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
信
託

販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
信

契
約
代
理
店
が
行
う
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
条

託
契
約
代
理
店
が
行
う
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

第
十
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
十
四
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
七
・
四
十
八

（
略
）

四
十
七
・
四
十
八

（
略
）

四
十
九

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

（
新
設
）

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
行
う
同
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
（
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が

発
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
紛

争
解
決
機
関
が
行
う
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
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別
表
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）

一

別
表
第
四
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

一

別
表
第
五
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
商
品

に
掲
げ
る
商
品

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

別
表
第
四
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務

二

別
表
第
五
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三

別
表
第
四
の
五
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

三

別
表
第
五
の
五
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
商
品

に
掲
げ
る
商
品

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四

別
表
第
四
の
六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

四

別
表
第
五
の
六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
商
品

に
掲
げ
る
商
品

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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